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福 島 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 

本審議会       第  ８  回     議事要旨 

地域最低賃金専門部会    第      回     議 事 録  

                                            公開・非公開 

開 催 日 時 令和４年９月２７日（火）１３時３０分～１５時１５分 

場      所 福島労働局４階会議室 

出  席  状  況                   

公  益 を 代 表 す る 委 員  出席  ３人  定数   ５人 

労 働 者 を 代 表 す る 委 員  出席  ５人  定数   ５人 

使 用 者 を 代 表 す る 委 員  出席 ５人  定数   ５人 

主  要  議  題                   

１ 福島県改正必要性の有無について 

①参考人の意見聴取 

②審議・答申 

議事要旨・議事録  

１ 福島県計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、 

眼鏡製造業最低賃金の改正の必要性の有無について 

  ① 参考人意見聴取 

    労働者側団体より推薦された１名から、意見聴取を行った。 

計量器等製造業の現状や特定最低賃金改正の必要性はあるとの意見がなされた。 

  ② 審議・答申 

労働者側意見 

     労働者も経営が厳しいことを理解し、生産性の向上や高度な技能・資格の習得、経費削 

    減の取り組みなど、努力している。賃金交渉のできない未組織労働者に波及する賃金の議論

の機会を与えてほしいと主張がなされた。 

    使用者側意見 

     賃金の差により公正競争の確保は阻害されているのか、経営者の厳しい状況から、賃金 

    は個々に合意できる金額を設定すべきとして、改正の必要性はないとの主張がなされた。 

    公益意見 

     賃金改正の申出ケースの解釈について、労使間にずれがあり、議論し尽くしたところイニ 

    シアティブで全会一致に至る見込みは厳しい。よって、全会一致に至らず、必要性有りと 

の結論に達し得なかった旨の答申となった。 

 

２ 今後の予定 

特定最低賃金（計量器等製造業を除く４業種）の各専門部会での金額審議が、全会一致に至

らなかった場合、第９回福島地方最低賃金審議会を開催し結審・答申する予定。 



 


